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第1章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

 

１．環境影響評価方法書の公告及び縦覧  

「環境影響評価法」第７条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるため、

環境影響評価方法書（以下、「方法書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告し、方法

書及びその要約書を公告の日から起算して１か月間縦覧に供した。 

 

(1) 公告の日 

平成 30 年 1 月 30 日（火） 

 

(2) 公告の方法 

 ① 日刊新聞紙による公告（別紙１参照） 

下記日刊紙に「公告」を掲載した。 

・平成 30 年１月 30 日（火）付 福島民報新聞社、福島民友新聞社 

※平成 30 年３月１日（木）、２日（金）、３日（土）、５日（月）に開催する説明会につい

ての公告を含む 

 ② 関係自治会への回覧によるお知らせ 

平成 30 年１月 30 日（火）から、福島県郡山市及び猪苗代町の下記の自治会にて｢お知らせ｣

を回覧した。（別紙 2-1、別紙 2-2 参照） 

・郡山市：中山行政区、竹ノ内行政区、下高玉共栄、石筵部落、上高玉町、石筵開拓部落、雑

子内町、仲当町、二渡町、七瀬町、荒町、切払町、横川町、青木葉区、対面原町、

上ノ原町、安子島区、大峯町、長橋行政区、上伊豆島部落会、下伊豆島部落会 

・猪苗代町：吾妻地区小田区、吾妻地区達沢区、吾妻地区中ノ沢区、長瀬地区、月輪地区 

 

 ③ インターネットによるお知らせ 

平成 30 年１月 30 日（火）から、下記のウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。 

・福島県のウェブサイト（別紙 3-1 参照） 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/ 

・猪苗代町のウェブサイト（別紙 3-2 参照） 

http://www.town.furudono.fukushima.jp/ 

・JR 東日本エネルギー開発株式会社 ウェブサイト（別紙 3-3 参照） 

http://www.jr-energy.jregroup.ne.jp/ 
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(3) 縦覧場所 

関係自治体庁舎の計４箇所において縦覧を行った。また、インターネットの利用より縦覧を

行った。 

 

 ① 関係自治体庁舎での縦覧 

・福島県庁 西庁舎８階 生活環境部環境共生課 

（福島県福島市杉妻町 2-16） 

・郡山市役所 郡山市役所生活環境部生活環境課 

（福島県郡山市朝日 1-23-7） 

・郡山市役所熱海行政センター 

（福島県郡山市熱海町熱海 1-1） 

・猪苗代町役場企画財務課 

（福島県耶麻郡猪苗代町字城南 100） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② インターネットによるお知らせ 

・JR 東日本エネルギー開発株式会社 ホームページ 

http://www.jr-energy.jregroup.ne.jp/ 

 

(4) 縦覧期間 

・縦覧期間：平成 30 年１月 30 日（火）から平成 30 年３月６日（火） 

（土・日・祝日を除く。） 

・縦覧時間：午前８時 30 分～午後５時 15 分 

なお、インターネットの利用による縦覧については、上記の期間、終日アクセス可能な状態

とした。 

 

(5) 縦覧者数 

縦覧者数（意見書提出者数）は３件、うち意見提出は３件であった。 

 



3 

２．環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第７条の２の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会を開

催した。 

 

(1) 公告の日及び公告の方法 

説明会の開催公告は、方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

（別紙１、別紙２、別紙３参照） 

 

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所、及び来場者数は以下のとおりである。 

 ① 平成 30 年３月１日（木）18：00～19：00 

・開催場所：達沢生活改善センター（福島県猪苗代町蚕養字入寿家乙 3674-3） 

・来場者数：５名 

 ② 平成 30 年３月２日（金）18：00～19：00 

・開催場所：熱海公民館中山分館（福島県郡山市熱海町中山字早稲田 2） 

・来場者数：５名 

 ③ 平成 30 年３月３日（土）19：00～20：00 

・開催場所：小田集会所（福島県猪苗代町大字蚕養字上村南乙 2236-2） 

・来場者数：27 名 

 ④ 平成 30 年３月５日（月）19：00～20：00 

・開催場所：ユラックス熱海（福島県郡山市熱海町熱海 2-148-2） 

・来場者数：５名 

 

３．環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第８条の規定に基づき、環境保全の見地から意見を有する者の意見の提出を

受け付けた。 

 

(1) 意見書の提出期間 

平成 30 年１月 30 日（火）から平成 30 年３月 20 日（火）まで 

（郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

 

(2) 意見書の提出方法 

環境保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた。 

①縦覧場所に設置した意見書箱への投函（別紙４参照） 

②JR 東日本エネルギー開発株式会社への書面郵送、電子メールの送信 

 

(3) 意見書の提出状況 

意見提出は３通、意見総数は 33 件であった。 
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第2章 環境影響評価方法書に対する環境保全の見地からの提出意見の概要と事業者の

見解 

 

「環境影響評価法」第８条及び第９条に基づく、方法書について提出された環境保全の見地からの

意見の概要及びこれに対する事業者の見解は、次のとおりである。 

 

環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(1) 

＜自然環境＞                           福島県福島市Ａ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

1 

本事業に対しては、計画段階配慮書において、対象地域の重

要性と保全の必要性について、既存の各種規制や現地状況を提

示し、事業の撤回を求めてきたところですが、御社の見解と方

法書における具体的な風力発電機設置予定区域には配慮が感

じられません。特に、「風況のよい尾根上を風力発電機設置予

定区域とすることで、保安林及び緑の回廊を極力回避した対

象事業区域を選定しました」との見解は、そもそも風力発電機

の適地は尾根上であることは、周知の事実であり、その尾根上

こそが、地形的、自然生態系的にも極めて重要な区域であるこ

とは、「白神山地」の林道開発でも広く認知された事実であり

ます。 

また、国有林では、かつての拡大造林政策（人口（工）林化）

を推進する中であっても、尾根上の森林は「保護樹帯」として

保全されてきました。その事実が山地の崩壊を免れたといって

も過言ではありません。１０００ｍを越える分水嶺での本事業

は極めて危険な開発と言わざるを得ません。特に石筵地区は

「山葵沢川」「西ノ沢川」が防災面並びに農業用水として重要

性が高く、源流域での開発行為が直接影響するものと危惧され

ます。さらに、深沢川は郡山市の水源として利用されており、

市当局からも保全を求める意見が寄せられているとともに、防

災面での配慮も不可欠であります。加えて、近隣地域での大型

風力発電施設の稼動によるクマタカ等、大型猛禽類への影響も

関連付けて調査検討する他、ツキノワグワ、ニホンザル等、大

型哺乳類禽類の生息、生態の変化（農業被害等）についても的

確に評価すべきであります。 

最後に改めて、「自然環境保全地域」「国有保安林」「保護林」

「緑の回廊」の保全を強く求め、計画の断念を切望します。 

今後の風力発電設備の配置の検討において、尾

根上の地形改変や樹木伐採等を極力抑制するとと

もに、河川や沢筋等からの距離の確保に努めます。

事業の実施にあたっては、石筵地区の山葵沢川、西

ノ沢川、中山地区の深沢川を含めて防災面、水利用

に適切な配慮を行います。 

また、「自然環境保全地域」への風力発電機の設

置は回避し、「国有保安林」「保護林」「緑の回廊」

については専門家等へのヒアリング結果を踏まえ

た現地調査を実施し、動植物の移動経路としての利

用状況を確認した上で、関係機関と協議を行い、環

境配慮について検討いたします。 

大型猛禽類、大型哺乳類等については、今後の

現地調査により生息状況等を把握し、事業による影

響及び環境保全措置について検討いたします。 

注：一般の意見(黒文字)は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(2) 

＜動物＞                             神奈川県川崎市Ｂ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

2 

■意見は要約しないこと 

意見書の内容は、貴社側の判断で要約しないこと。要約す

ることで貴社の作為が入る恐れがある。 

事業者見解には、意見書を全文公開すること。 

意見は原文のとおり記載いたしました。 

3 

■事業者見解をまとめないこと 

事業者は、住民等が環境保全の見地から出した配慮書への

意見について、「ひとからげ」にして見解を述べたが、論点

がずれており「意見に対しての」見解になっていない。よ

って、以下の■印で示した項目について、「それぞれ」見解

を述べること。 

■印で示した各項目について見解を記載いた

しました。 

4 

■コウモリ類について 

事業者は重要種以外のコウモリについて影響予測や保全を

しないようだが、「重要種以外のコウモリは死んでも構わな

い」と思っているのか？日本の法律ではコウモリを殺すこ

とは禁じられているはずだが、本事業者は「重要種以外の

コウモリ」について、保全措置をとらずに殺すつもりか？ 

重要種以外のコウモリ類については、今後の現

地調査により得られたコウモリ類の出現状況等

を基に、専門家等の助言も踏まえながら、適切な

環境保全措置を検討いたします。 

5 

■バットストライクの予測は定量的に行うこと 

P425 住民等意見に対して事業者は「国内における既往知見

は少なく、バットストライクの定量的な予測手法は確立さ

れていないのが現状です」などと述べているが、バットス

トライクについては定量的な予測手法や日本語のマニュア

ルも存在する。 

事業者はバットストライクの予測を「定性的」に行いたい

ようだが、事業者が行う「高度別飛翔状況の確認（自動録

音バットディテクターによる調査）」は定量調査であり、前

述の通り「定量的な予測手法やマニュアルも存在する」。よ

って、バットストライクの予測は「定量的」に行い、年間

の衝突頭数を予測し、保全措置により何個体低減するつも

りか、具体的数値を示すこと。 

高度別調査については、音声データを基に定量

的な把握に努めます。 

予測については、今後の現地調査により得られ

たコウモリ類の出現状況等を基に、専門家等の助

言も踏まえながら検討いたします。 

 

6 

■サーチライトによるコウモリ類確認について 

P342 の大学名誉教授（鳥類・生態系）がコウモリについて

「サーチライトを上空に照らして空間飛翔高度を確認する

ことにより、衝突確立（率）の予測データを取得できる」

と述べているが、「コウモリの衝突確立（率）の予測データ

を取得した」という根拠となる論文を示すこと。 

サーチライトによるコウモリ類の空間飛翔高

度の確認は、捕獲調査、バットディテクターによ

る高度別調査等を補完するための調査手法とし

てご意見をいただいたものです。 

ご意見の内容につきましては、今後の情報収集

に努めます。 

7 

■専門外の専門家にヒアリングを行っているのは不適切 

事業者がヒアリングした P342 の大学名誉教授（鳥類・生態

系）は「コウモリ類の専門家」ではない。仮に「コウモリ

類の生態に精通」していたとしても、専門外なら「愛好家

と同じ」である。「異分野の専門家（愛好家）」の言うこと

が必ずしも正しいとは限らない。これは、ハロー効果とい

う錯覚である。コウモリ類については、「コウモリ類の専門

家（コウモリ類の研究者）」の意見を聞くべきだが、事業者

は「別分野の専門家」にヒアリングを行っており不適切で

ある。 

調査、予測及び評価は、方法書に対するご意見

を踏まえ、コウモリ類について学識と経験のある

専門家等から助言を受け、実施いたします。 

8 

■専門家へのヒアリング年月日が記載されていない。 

専門家ヒアリングは適切な時期に実施するべきだが、年月

日が記載していなければ適切な時期にヒアリングを実施し

たのか閲覧者は判断できない。よってヒアリング年月日を

記載するべきではないのか。 

今後の環境影響評価手続きにおいて、ヒアリン

グ実施日の記載について検討いたします。 

注：一般の意見（黒文字）は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(2)つづき 

＜動物＞                             神奈川県川崎市Ｂ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

9 

■コウモリの音声解析について 

コウモリの周波数解析（ソナグラム）による種の同定は、

国内ではできる種とできない種がある。図鑑などの文献に

あるソナグラムはあくまで参考例であり、実際は地理的変

異や個体差、ドップラー効果など声の変化する要因が多数

あるため、専門家でも音声による種の同定は慎重に行う。

仮に種の同定を誤れば、当然ながら誤った予測評価につな

がるだろう。よって、無理に種名を確定しないで、グルー

プ（ソナグラムの型）に分けて利用頻度や活動時間を調査

するべきである。 

音声による種の同定に課題があることは認識

しており、確実に同定できないものについては、

周波数解析はソナグラムの型に分けて調査結果

を整理し、可能な限り利用頻度や活動時間などの

把握に努めます。 

 

10 

■コウモリの音声録音について 

捕獲やサーチライトによって撹乱が起こるので、自動録音

調査と捕獲調査・サーチライト調査は、同日に行うべきで

はない（捕獲・サーチライト調査日の録音データは解析に

使用しないこと）。 

自動録音調査と捕獲調査の実施日については、

可能な限り重ならないように努めますが、調査日

が重なる場合には、データの扱いについて留意い

たします。 

11 

■コウモリ類の調査について 

・コウモリの調査は「鳥類、生態系の専門家」ではなく、「コ

ウモリ類の専門家」の指導のもとで行うべきではないの

か。 

・６月下旬－７月中旬はコウモリ類の出産哺育期にあたる

ため、捕獲調査を避けるべきではないのか。 

・ハープトラップでは樹冠上を飛翔するタイプのコウモリ

（ヤマコウモリやヒナコウモリなど）を捕獲できない。

カスミ網なら捕獲できるので、「コウモリ相調査」をする

つもりならば「コウモリ類の専門家の指導のもと」でカ

スミ網も併用するべきであろう。 

・捕獲したコウモリは、麻酔をせずに、種名、性別、年齢、

体重、前腕長等を記録し、速やかに放獣するべきではな

いか。 

・捕獲個体やねぐらに残した幼獣への影響が大きいので、

ハープトラップは、かならず夜間複数回見回るべきだ（夕

方設置して、見回りせずに朝方回収などということを絶

対に行わないこと）。 

捕獲調査については、事前に専門家等に調査計

画を確認頂き、指導を受けた上で実施いたしま

す。 

なお、捕獲調査を行う際には、方法書に記載し

たとおりカスミ網とハープトラップを併用する

ほか、ご指摘いただいた事項にも注意し、対象個

体の健康に影響がないように調査を進めます。 

12 

■バットディテクターによる調査について 

バットディテクターの探知距離は短く、地上からでは高空、

つまりブレードの回転範囲の音声はほとんど探知できな

い。よって準備書には使用するバットディテクターの探知

距離とマイクの設置方向（上向きか下向きか）を記載する

こと。 

なお「仕様書に書いていない（ので分からない）」などと回

答をする事業者がいたが、バットディテクターの探知距離

は影響予測する上で重要である。わからなければ自分でテ

ストして調べること。 

ご意見のとおり、バットディテクターの探知距

離を事前に把握し、探知距離とマイクの設置方向

を準備書に記載します。 

 

13 

■コウモリ類飛翔高度別調査地点について 

自動録音バットディテクターによる調査地点が１か所のみ

であるが、その根拠を述べよ。「利用頻度を比較する」つも

りならば、すべての風力発電機設置位置（50 箇所）におい

て日没前から日の出まで自動録音調査するべきではないの

か。 

高度別調査地点は、専門家等の助言も踏まえ、

対象事業実施区域の風況を代表する大滝山山頂

付近に設置された風況観測施設を予定していま

す。 

なお、調査時間については日没前から日の出ま

で自動録音調査を実施いたします。 

14 

■コウモリ類飛翔高度別調査の調査時間について 

自動録音バットディテクターによる調査時間の記載がな

い。日没 1 時間前から、日の出 1 時間後まで毎日録音する

こと。同時に風速、気温、降雨量を記録すること。 

高度別調査の調査時間については専門家等の

助言も踏まえながら、調査時間を検討いたしま

す。 

また、調査結果について、各調査日の風速、気

温、降水量を記録します。 

注：一般の意見（黒文字）は原文のとおり記載している。 



7 

 

環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(2)つづき 

＜動物＞                             神奈川県川崎市Ｂ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

15 

■「回避」と「低減」の言葉の定義について 

事業者とその委託先のコンサルタントにあらかじめ指摘し

ておく。事業者らは「影響の回避」と「低減」の言葉の定

義を本当に理解しているだろうか。 

事業者らは、コウモリ類への保全措置として「ライトアッ

プをしない」ことを掲げるはずだが、「ライトアップをしな

い」ことは影響の『回避』措置であり、『低減』措置ではな

い。「ライトアップしないこと」により「ある程度のバット

ストライクが『低減』された事例」は、これまでのところ

一切報告がない。 

ご意見としていただいた事項も踏まえ、本事業

におけるコウモリ類の環境保全措置については、

今後の現地調査により得られたコウモリ類の出

現状況等を基に、専門家等の助言も踏まえなが

ら、環境保全措置を検討いたします。 

16 

■回避措置（ライトアップアップの不使用）について 

ライトアップをしていなくてもバットストライクは発生し

ている。 

これについて事業者は「ライトアップをしないことにより

影響はある程度低減できると思う」などと主張すると思う

が、「ある程度は低減できると思う」という主張は事業者の

主観に過ぎない。 

ご意見としていただいた事項も踏まえ、本事業

におけるコウモリ類の環境保全措置については、

今後の現地調査により得られたコウモリ類の出

現状況等を基に、専門家等の助言も踏まえなが

ら、環境保全措置を検討いたします。 

17 

■回避措置（ライトアップアップの不使用）について 2 

ライトアップをしていなくてもバットストライクは発生し

ている。これは事実だ。昆虫類はライトだけでなくナセル

から発する熱にも誘引される。またナセルの隙間、ブレー

ドの回転音、タワー周辺の植生や水たまりなどコウモリ類

が誘引される要因は様々であることが示唆されている。 

つまりライトアップは昆虫類を誘引するが、だからといっ

て「ライトアップをしないこと」により「コウモリ類の誘

引を完全に『回避』できるわけではない。完全に『回避』

できないのでバットストライクという事象、つまり「影響」

が発生している。アセスメントでは影響が『回避』できな

ければ『低減』するのが決まりである。よって、コウモリ

類について影響の『低減』措置を追加する必要がある。 

ご意見としていただいた事項も踏まえ、本事業

におけるコウモリ類の環境保全措置については、

今後の現地調査により得られたコウモリ類の出

現状況等を基に、専門家等の助言も踏まえなが

ら、環境保全措置を検討いたします。 

18 

■コウモリ類の保全措置（回避）について 

樹林内に建てた風車や、樹林（林縁）から 200m 以内に建て

た風車は、バットストライクのリスクが高いことが、これ

までの研究でわかっている。低空（林内）を飛翔するコウ

モリでさえ、樹林（林縁）から 200m 以内ではバットストラ

イクのリスクが高くなる。よって、風力発電機は樹林から

200m 以上離すこと。 

国内におけるバットストライクの発生メカニ

ズムについては明らかになっていないと認識し

ております。 

今後の現地調査により得られたコウモリ類の

出現状況等を基に、専門家等の助言も踏まえなが

ら、引き続き新たな知見の収集に努め、環境保全

措置を検討いたします。 

19 

■コウモリ類の保全措置は「実施可能」である 

事業者、知事及び大臣は「環境影響を可能な限り回避・低

減すべく環境保全措置を実施する（させる）」つもりがある

のだろうか？最新の科学的知見によれば、『カットイン風速

限られた期間と時間帯に高く設定し、低速時のフェザリン

グをすること（低減措置）』のみがコウモリの保全措置とし

て有効な方法であることがわかっている。この方法は、事

業者が「実施可能」かつ「最新の知見に基づいた」、コウモ

リ類の環境保全措置である。環境保全措置は安全側にとる

（させる）はずだ。ならば適切な保全措置を実施せよ（さ

せよ）。 

環境保全措置については、今後の現地調査によ

り得られたコウモリ類の出現状況等を基に、専門

家等の助言も踏まえながら検討いたします。 

また、引き続き新たな知見の収集に努めます。 

注：一般の意見（黒文字）は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(2)つづき 

＜動物＞                             神奈川県川崎市Ｂ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

20 

■日本の風発事業者は恥ずべき存在か 

欧州ではコウモリの保全措置として、「カットイン風速の値

を上げることと低風速時のフェザリング」が行われている。

「コウモリの活動期間中」にカットイン風速を少しだけあ

げ、さらに「低風速時」にフェザリングを行えば、巨額な

コストをかけずバットストライクの発生を抑えられること

は世界的な常識である。「適切なコウモリの保全措置を実施

しない」日本の風発事業者は、世界的に見れば恥ずべき存

在である。 

環境保全措置については、今後の現地調査によ

り得られたコウモリ類の出現状況等を基に、専門

家等の助言も踏まえながら検討いたします。 

また、引き続き新たな知見の収集に努めます。 

21 

■事業者は P425『国内における既往知見は少なく』『事後調

査で（コウモリの死体を確認したら）必要に応じて保全措

置を検討する』などと主張しているが、国内でも既にバッ

トストライクは発生しており、報告もされている。 

事業者が「既往知見が少ない」と主張する、その根拠を示

すこと。 

風力発電事業が環境影響評価法の対象となっ

て以降、供用後の事後調査においてバットストラ

イクの情報が蓄積されつつある段階と認識して

おり、引き続き今後の情報収集に努めます。 

22 

■コウモリ類の保全措置について 

事業者は目先の利益を優先し、自分たちの子孫につなぐべ

き生物多様性をとりあげてはいけない。事業者は P425『国

内における既往知見は少なく』『事後調査で（コウモリの死

体を確認したら）必要に応じて保全措置を検討する』など

と主張しているが、コウモリの繁殖力は極めて低いので、

一時的な殺戮が地域個体群へ与える影響は大きい。 

コウモリの活動期間中に『カットイン風速を少しあげ、さ

らに低風速でフェザリングを行えば』、バットストライクの

発生を低減できることはこれまでの研究でわかっている。 

『ライトアップをしないこと』はバットストライクを『低

減する効果』は確認されていない。さらに『事後調査』は

環境保全措置』ではない。 

『影響があることを予測』しながら『適切な保全措置』を

とらないのは、「発電所アセス省令」に違反する。 

環境保全措置については、今後の現地調査によ

り得られたコウモリ類の出現状況等を基に、専門

家等の助言も踏まえながら検討いたします。 

また、引き続き新たな知見の収集に努めます。 

23 

■コウモリ類の保全措置を先延ばしにするな 

事業者は「国内における既往知見は少なく保全措置は実施

しない（殺した後に追加検討する）」と主張しているが、国

外だけでなく国内においてもバットストライクは「多数」

生じており、報告されている。「影響があることを知りなが

ら適切な保全措置をとらない」のは、未必の故意、つまり

「故意にコウモリを殺すこと」に等しい。 

国内におけるバットストライクの発生メカニ

ズムについては明らかになっていないと認識し

ております。 

今後の現地調査により得られたコウモリ類の

出現状況等を基に、専門家等の助言も踏まえなが

ら、引き続き新たな知見の収集に努め、環境保全

措置を検討いたします。 

24 

■コウモリ類の保全措置を先延ばしにするな 2 

P425 事業者見解には、「衝突の発生頻度は周辺の環境特性

（地形・植生等）や気象条件、生息密度などによって異な

ることが推測されます。そのため風車稼働後には事後調査

を行い、風車ごとの立地特性や発生要因を精査するととも

に、（中略）必要に応じて追加的な環境保全措置を検討する

予定です」とある。「最初から事後調査ありきのアセスであ

る」ことを露呈しているが、アセスの手続きとしては不適

切な考えである。 

仮に「衝突の発生頻度は周辺の環境特性（地形・植生等）

や気象条件、生息密度などによって異なる」ことが事実と

しても、それが「保全措置を後回しにしてよい」根拠には

ならない。 

国内におけるバットストライクの発生メカニ

ズムについては明らかになっていないと認識し

ております。 

今後の現地調査により得られたコウモリ類の

出現状況等を基に、専門家等の助言も踏まえなが

ら、引き続き新たな知見の収集に努め、環境保全

措置を検討いたします。 

注：一般の意見（黒文字）は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(2)つづき 

＜動物＞                             神奈川県川崎市Ｂ氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

25 

■コウモリ類の保全措置を先延ばしにするな 3 

P425 事業者見解には、「衝突の発生頻度は周辺の環境特性

（地形・植生等）や気象条件、生息密度などによって異な

ることが推測されます。そのため風車稼働後には事後調査

を行い、風車ごとの立地特性や発生要因を精査するととも

に、（中略）必要に応じて追加的な環境保全措置を検討する

予定です」とある。 

・「衝突の発生頻度は周辺の環境特性（地形・植生等）や気

象条件、生息密度などによって異なる」からこそ、重点

的な「事前の現地調査」が必要なのではないのか？ 

・事業者の方法書では「（風車 50 基に対して）高高度調査

は 1 地点のみに設定」したが、これは上記「風車ごとの

立地特性や発生要因を精査する」という事業者見解と矛

盾する。 

・バットストライクの予測手法を記載した文献はあるので、

「コウモリ類の専門家（バットストライクについての知識

があるもの）」に詳細を聞いたうえで、予測に必要なデータ

を集めること。必要十分な調査をして保全措置を「風車稼

働開始時から」「安全側で」必ず実施すること。 

高度別調査地点は、専門家等の助言も踏まえ、

対象事業実施区域の風況を代表する大滝山山頂

付近に設置された風況観測施設を予定していま

す。 

調査、予測及び評価は、方法書に対するご意見

を踏まえ、コウモリ類について学識と経験のある

専門家等から助言を受け、実施いたします。 

注：一般の意見（黒文字）は原文のとおり記載している。 
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環境影響評価方法書についての提出された意見と事業者の見解(3) 

＜動物＞                           埼玉県さいたま市 C氏 

意見 一般の意見 事業者の見解 

26 

コウモリ類について 

欧米での風力発電アセスメントにおいて、最も影響を受

ける分類群として、コウモリ類と鳥類が懸念されており（バ

ット＆バードストライク）、その影響評価等において重点化

されている。 

国内でもすでに風力発電機によるバットストライクが多

数起きており、不確実性を伴うものではなく、確実に起き

る事象と予測して影響評価を行うべきである。 

このことを踏まえて環境保全の見地から、本方法書に対

して以下の通り意見を述べる。 

なお、本意見は要約しないこと。 

1.p.(342）,鳥類の専門家に哺乳類であるコウモリ類につい

て聞くべきではない。少なくとも哺乳類の専門家にコウ

モリ類のヒアリングを行うこと。 

調査、予測及び評価は、方法書に対するご意見

を踏まえ、コウモリ類について学識と経験のある

専門家等から助言を受け、実施いたします。 

なお、意見は原文のとおり記載いたしました。 

27 

2.p.(342),サーチライト調査ではコウモリ類の種類、飛翔

個体数、飛翔高度を把握することはできない。 

 

サーチライトによるコウモリ類の空間飛翔高

度の確認は、捕獲調査、バットディテクターによ

る高度別調査等を補完するための調査手法とし

てご意見をいただいたものです。 

28 

3.p.(342),コウモリ類に対するサーチライト調査は既に効

果が得られないことが報告されている（経済産業省. 

2016.平成 27 年度発電所環境審査調査報告書）。それでも

実施する理由を述べよ。 

サーチライトによるコウモリ類の空間飛翔高

度の確認は、捕獲調査、バットディテクターによ

る高度別調査等を補完するための調査手法とし

てご意見をいただいたものです。 

29 

4.50 基の予定基数に対して、コウモリ類の高高度音声調査

が 1地点では、地形変化のある事業予定地におけるコウ

モリ類の飛翔状況の概要すら把握することはできない。

主尾根および各枝尾根に 1 地点ずつまたは予定基数の

10%の調査地点を設定する必要がある。 

高度別調査地点は、専門家等の助言も踏まえ、

対象事業実施区域の風況を代表する大滝山山頂

付近に設置された風況観測施設を予定していま

す。 

30 

5.高高度音声調査において、風況ポールの 3か所に取り付

けるのはなぜか、根拠を示すこと。また少なくともマイ

ク設置高を記述する必要がある。 

 

バットディテクターに接続するマイク感度の

状況をふまえて 3層としましたが、ご意見も踏ま

え専門家等に助言をいただきつつ検討いたしま

す。  
マイクの設置高は準備書に記載します。 

31 

6.高高度調査におけるマイクの設置高は、ブレード回転域

と外の 2 か所で十分である、その代わりに調査地点数を

増やすこと。 

 

マイクの設置高は、ご意見も踏まえ専門家等に

助言をいただきつつ検討いたします。 

高度別調査地点は、専門家等の助言も踏まえ、

対象事業実施区域の風況を代表する大滝山山頂

付近に設置された風況観測施設を予定していま

す。 

32 

7.サーチライト調査を削除し、高高度音声調査を重点化す

る必要がある。 

 

サーチライトによるコウモリ類の空間飛翔高

度の確認は、捕獲調査、バットディテクターによ

る高度別調査等を補完するための調査手法とし

てご意見をいただいたものです。 

33 

8.ただちにコウモリ類専門家等の意見を取り入れ、十分な

経験と知識を持った者による適切な調査を実施し、定量

的な予測・評価を行う必要がある。 

調査、予測及び評価は、方法書に対するご意見

を踏まえ、コウモリ類について学識と経験のある

専門家等から助言を受け、実施いたします。 

注：一般の意見（黒文字）は原文のとおり記載している。 
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〇日刊新聞における公告 

 

福島民友新聞社、福島民報社（平成 30 年１月 30 日（火）） 
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〇郡山市の自治会への回覧お知らせ（平成 30 年 1 月 30 日(火)） 
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〇猪苗代町の自治会への回覧お知らせ（平成 30 年 1 月 30 日（火)） 
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〇インターネットによる「お知らせ」 

（福島県 ウェブサイト） 
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〇インターネットによる「お知らせ」 

 

（猪苗代町 ウェブサイト） 
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〇インターネットによる「お知らせ」 

 

（JR 東日本エネルギー開発株式会社 ウェブサイト 平成 30 年 2 月 27 日時点） 

 

〇ご意見記入用紙 
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